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機械等の固定資産税の1/2軽減措置（創設）について

機械等の固定資産税の1/2軽減措置についての概要

編集長 細江博之

税制優遇措置の内容

【中小企業・小規模事業者等の経営強化のための総合的な支援体制の構築】

基本方針

事業所管大臣

事業分野別指針の策定

・少子高齢化等の変化に対応する分野
（例：小売、サービス等）
・国際競争力の強化に資する分野

（例： 製造業等）

中小企業・小規模事業者等

経営力向上計画

マーケティング・財務管理の高度化、
人材の育成、生産性を向上させる
設備投資等

優遇措置

－固定資産税（償却資産税）の軽減（３年間半額）
－金融措置等

認定

認定
認定経営革新等支援機関
（計画策定・実施を支援）

※事業分野指針が策定されていない事業分野でも
基本方針に基づいて申請可能とする

支援

対象となる機械装置等を取得した時から3年間、固定資産税（償却資産税）が1/2に軽減されます。
史上初の固定資産税での設備投資減税です。赤字企業でも効果があります。

平成28年度税制改正法には、「認定経理力向上計画」※2に基づいて、一定の機械装置※1を取得をし
た場合には、その機械装置に係る固定資産税（償却資産税）を、3年間2分の1とする措置を創設する
ことが盛り込まれました。

この軽減措置の適用が開始されるのは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（中小企
業等経営強化法）」の施行の日からとされています。
この 「中小企業等経営強化法」は平成28年5月24日に可決成立され、平成28年6月3日に公布されま
した。
公布の日から3ヶ月以内に施行されることになっていますが、早ければ平成28年7月から施行される

軽減措置の適用を受ける為の要件

適用期間内に「認定経営力向上計画」※2（中小企業等経営強化法）に基づき「経営力向上設備等」に該当する、一定の
機械装置※1を取得し、認定経営革新等支援機関の支援を受けると、優遇措置が受けられます。

認定経営革新等支援機関について

経営力向上計画の策定は、認定経営革新等支援機関の支援が必要となります。
弊社は、当該認定を受けている機関です。「経営力向上計画」の策定に関するご相談は、是非弊社担当までご連絡下さい。

「経営力向上計画」と認定を受ける手順について

※1 一定の機械装置とは
中小企業者が「認定経営力向上計画」※2に基づき取得する新規の機械装置（ 10年以内に販売開始された新品のものに限る）
で1基あたり１６０万円以上でかつ、旧モデルと比べ生産性１％向上しているものをいいます。

※2 「認定経営力向上計画」とは
生産性を向上させる設備投資を実施した場合、企業にとって利益が増加するなど経営力が向上することが見込まれるこ
とを示した事業計画を作成し、必要事項を記入の上、経済産業大臣に提出し、認定を受けたものをいいます。

予定です。


